
JP 2012-233754 A5 2014.7.24

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成26年7月24日(2014.7.24)

【公開番号】特開2012-233754(P2012-233754A)
【公開日】平成24年11月29日(2012.11.29)
【年通号数】公開・登録公報2012-050
【出願番号】特願2011-101595(P2011-101595)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  33/48     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  21/64     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  21/49     (2006.01)
   Ｃ１２Ｑ   1/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ  33/48    　　　Ｍ
   Ｇ０１Ｎ  33/48    　　　Ｐ
   Ｇ０１Ｎ  21/64    　　　Ｆ
   Ｇ０１Ｎ  21/49    　　　Ｚ
   Ｃ１２Ｑ   1/02    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成26年6月11日(2014.6.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体試料と、核酸を染色可能な蛍光色素を含有する第１試薬と、赤血球を溶血させ、白
血球の細胞膜に前記蛍光色素が透過できる程度の損傷を与えるための、カチオン性界面活
性剤およびノニオン性界面活性剤、ならびに20 mM以上50 mM以下の濃度で芳香族の有機酸
を含有する第２試薬とを混合して測定試料を調製する工程；
　調製された測定試料に光を照射し、そのときに生じる散乱光情報および蛍光情報を取得
する工程；および
　取得された散乱光情報および蛍光情報に基づいて、前記生体試料中の白血球を分類する
とともに、芽球と異型リンパ球とを区別して検出する工程；
を含み、
　前記第２試薬中の芳香族の有機酸の濃度が20 mM以上30 mM未満の場合は前記第２試薬の
pHが5.5以上6.4以下であり、前記第２試薬中の芳香族の有機酸の濃度が30 mM以上50 mM以
下の場合は前記第２試薬のpHが5.5以上7.0以下である白血球の分類計数方法。
【請求項２】
　前記芳香族の有機酸が、芳香族カルボン酸、芳香族スルホン酸およびそれらの塩からな
る群より選択される少なくとも1つである請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２試薬中の芳香族の有機酸の濃度が、40 ｍM以上50 mM以下である請求項１また
は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２試薬中のpHが、5.5以上6.2以下である請求項１～３のいずれか１項に記載の方
法。
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【請求項５】
　前記散乱光情報が、側方散乱光情報である請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記カチオン性界面活性剤が、第四級アンモニウム塩型界面活性剤、またはピリジニウ
ム塩型界面活性剤である請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記ノニオン性界面活性剤が、以下の一般式（ＶＩ）：
Ｒ1－Ｒ2－(ＣＨ2ＣＨ2Ｏ)n－Ｈ　　（ＶＩ）
　　（式中、Ｒ1は炭素数８～25のアルキル基、アルケニル基またはアルキニル基であり
；
　　Ｒ2は酸素原子、－ＣＯＯ－または
【化１】

　　であり；
　　ｎは10～50の整数である）
で表されるポリオキシエチレン系ノニオン界面活性剤である請求項１～６のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項８】
　核酸を染色可能な蛍光色素を含有する第１試薬と、
　赤血球を溶血させ、白血球の細胞膜に前記蛍光色素が透過できる程度の損傷を与えるた
めの、カチオン性界面活性剤およびノニオン性界面活性剤、ならびに20 mM以上50 mM以下
の濃度で芳香族の有機酸を含有する第２試薬とを含み、
　前記第２試薬中の芳香族の有機酸の濃度が20 mM以上30 mM未満の場合は前記第２試薬の
pHが5.5以上6.4以下であり、前記第２試薬中の芳香族の有機酸の濃度が30 mM以上50 mM以
下の場合は前記第２試薬のpHが5.5以上7.0以下である白血球分類試薬キット。
【請求項９】
　前記芳香族の有機酸が、芳香族カルボン酸、芳香族スルホン酸およびそれらの塩からな
る群より選択される少なくとも1つである請求項８に記載の試薬キット。
【請求項１０】
　前記第２試薬中の芳香族の有機酸の濃度が40 ｍM以上50 mM以下である、請求項８また
は９に記載の試薬キット。
【請求項１１】
　前記第２試薬中のｐHが、5.5以上6.2以下である請求項８～１０のいずれか１項に記載
の試薬キット。
【請求項１２】
　前記カチオン性界面活性剤が、第四級アンモニウム塩型界面活性剤、またはピリジニウ
ム塩型界面活性剤である請求項８～１１のいずれか１項に記載の試薬キット。
【請求項１３】
　前記ノニオン性界面活性剤が、以下の一般式（ＶＩ）：
Ｒ1－Ｒ2－(ＣＨ2ＣＨ2Ｏ)n－Ｈ　　（ＶＩ）
　　（式中、Ｒ1は炭素数８～25のアルキル基、アルケニル基またはアルキニル基であり
；
　　Ｒ2は酸素原子、－ＣＯＯ－または
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【化２】

　　であり；
　　ｎは10～50の整数である）
で表されるポリオキシエチレン系ノニオン界面活性剤である請求項８～１２のいずれか１
項に記載の試薬キット。
【請求項１４】
　核酸を染色可能な蛍光色素と、カチオン性界面活性剤と、ノニオン性界面活性剤と、芳
香族の有機酸とを含む白血球分類試薬であって、
　前記試薬に含まれる芳香族の有機酸の濃度が20 mM以上50 mM以下であり、
　前記芳香族の有機酸の濃度が20 mM以上30 mM未満の場合はのpHが5.5以上6.4以下であり
、前記芳香族の有機酸の濃度が30 mM以上50 mM以下の場合はpHが5.5以上7.0以下であるこ
とを特徴とする白血球分類試薬。
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